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様式第４号（第４条関係） 

 

  出張報告書 

幹 事 長 印 経 理 責 任 者 印 

  

平成 29 年 8 月１日 

 

 幹事長 

      江川 慶子殿 

 

                                          出張者氏名  鱧谷 陽子  印 

江川 慶子  印 

   下記のとおり報告します。 

  １．出 張 先    第 59 回 自治体学校 in 千葉   

  ２．出張日時    平成 29 年 7 月 22 日～7 月 24 日    

  ３．出張用務（宿泊を要する場合はその事由） 

    千葉で開催された自治体学校へ参加。 

全国の自治体関係者が集まって学習と交流を行う。 

４．旅    費 

    ①参加費 宿泊代 62,560 円     

  ②交通費 熊取～千葉 等 別紙記載 50,140 円 

    ③その他 振込手数料 864 円 

    ③日当  3000 円×三日分 2 人分  18,000 円 

                        計 131,564 円   

                                      

  ５．報    告 

  自治体学校は全国自治体問題研究所が毎年行う住民、議員、自治体職員、専門家など

が参加し学習交流する研修会です。今年は千葉で開催され、三日間有意義に研修をしてき

ました。感想はそれぞれ別紙にて記載します。                                                                    
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 憲法施行 70 年 共同を広げ地方自治に輝きを 

  2017 年 7 月 22 日～24 日まで参加しました。 

 感想…   江川慶子 

 初日は「住民参加で輝く自治体を」の記念シンポジウムが行われました。 

 京都大学大学院教授の岡田知弘氏がコーディネーターで、シンポジストは一橋大学名誉教授の渡辺

治氏と奈良女子大学大学院 人間文化研究科教授の中山徹氏の 3 人です。 

  住民参加で輝く自治体というテーマはこれからの自治体にとってこれから重要なテーマになっ

てきます。都議選の結果、大阪の状況を踏まえ、共通点があることがわかりました。社会教育によ

る学習の力、自治力を育てることが、地域づくりや住民自治・議会改革に結び付くとのこと。一人

ひとりの基本的人権と福祉の向上をめざす住民自治の構築について考える機会となりました。  

 

 二日目は、たくさんある分科会や講座の中から、私は「公共施設の再編・統廃合を考える」立命

館大学の森裕之氏の分科会へ参加しました。 

 公共施設の再編・統廃合は、施設の老朽化、人口減少、財政ひっぱくという 3 つの状況が政策結

節点になりコンパクト化がすすめられようとしています。私も熊取町の第 4 次総合計画推進委員と

して、今後どのように考えていったらいいか、自分のところと置き換えながらお話しを伺いました。  

 国土強靭化地域計画は公共施設管理計画とセットに考えられていること。話題になっているＰＦＩ

方式の検討もされているが、今のところ安くなるという証拠はないとのことです。建物を作るとき

は補助金があるがその後の維持管理は自分のところで費用が膨らむことの危惧なども熊取町と同じ

問題だと感じました。 

 補助金で誘導されて今後も行われる公共施設の再編・統廃合について、しっかり必要かどうか確認

して取り組みたいと思いました。 

 合併した浜松市の統廃合問題、阪南市の総合こども園、などの事例の発言は、とても参考になりま

した。 

 

三日目は「地方教育・公民館の役割と地方自治をめぐる課題」として講師は千葉大学名誉教授の長

澤成次氏の特別講演でした。日本国憲法施行 70 年・教育基本法 70 年の年であること。社会教育・

公民館をめぐる政策動向では地方教育行政法の改正により首長部局の権限が拡大したことや地方創

生政策をめぐって、地方自治との問題点がでています。地域住民の学習権の保障のための自治体の

課題として受け止めました。 

この自治体学校で学んだことを今後の議会に活かしていきたい。 

 



自治体学校 in千葉 7月 22日から 24日報告 

 

1日目は青葉の森公園芸術文化ホールで「住民が輝く自治体を」のテーマで、シンポジウム

がありました。コーディネーターとして岡田先生（京都大学教授）は多様な地方自治と住

民参加に加えて、安倍改憲の動向と東京、大阪の動き、日本における地方自治、住民自治

の課題、展望を語ることを狙いとしている。 

 世界で広がる新自由主義的グローバリズムに対する反発と政治変動 

 日本でも 3.11被災地、沖縄、新潟から新しい民主主義、地方自治の流れが起こっている。 

 

渡辺先生（一橋大学名誉教授）は、都議選の結果は、安倍自民の大敗により新自由主義

の政治に一定ブレーキがかかるが、野党共同勢力の躍進ではないので、安倍改憲加速化す

る。 

小池都政は国政進出の基盤を作る。新党結成は市民と野党の共闘を分断する。 

小池都政の政治基盤―子育て・保育、築地で都民の不満に答えつつアベノミクスとドッ

キングした新自由主義都政の継承。 

「新しい東京」－2020年に向けた実行プラン。 

「国際金融都市・東京」構想。 

 

中山先生（奈良女子大学大学院教授）は、 

① 維新政治の特徴・地域の諸問題を大型開発でのりこえる。 

・経済対策―カジノ万博、インフラ整備 

・広域自治体への権限集中―大阪都構想 

② 市民向け予算の削減 

・大規模開発の財源―市民向け予算の削減＝大阪都構想 

・なんでも民営化―地下鉄、保育所、水道 etc 

 企業の収益先確保 

③ 民主主義、民主主義教育の軽視 

・住民投票の再挑戦 

・組合攻撃 

・徹底した競争教育 

 

3人の先生の話がお互いに響きあい良いシンポジウムでした。 

 

 

 

 



2日目は、地域包括ケアーの確立に向けての分科会に参加しました。助言者の石川さんか

らは、2025 年度までに必要とされる地域医療構想が制定された。しかし、これは、厚生労

働省内の「医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会」の報告通りに推

計されたものである。結果、2013年度と比較して 16万床を削減することとなった。 

 地域医療構想に基づく病床機能の再編・削減により、介護施設や高齢者住宅を含めた在

宅医療等で追加的に対応する患者数は 30万人程度上がると推計されている。 

 障害の重い人も軽い人も、医療（入院・在宅）を必要とする人も「地域包括ケア」の言

葉の中に押し込まれている。国・自治体の責任は明確でなく、具体的なシステム作りも進

んでいない、どう取り組むか、それぞれの自治体住民の課題である。 

 今年、5月「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が

成立したが、厚生労働委員会・本会議とも十分審議されなかった。 

 そのベースにあるのは、これまで以上に社会保障の伸びについて抑制するものである。 

  

 午前中に「千葉県の総合事業の現状と課題について」「埼玉の自治体キャラバンから見え

てきたこと」などの報告があり、午後は各地での問題点、疑問点などが出された。中でも

大阪の大東市での総合事業での問題として 6 か月で卒業として支援を打ち切られるそうで

す。そうすると悪くなるまで要支援は申請せずに我慢して、次、申請する時には、介護２、

とか３になっているとのことでした。 

 

 

3日目は、社会教育・公民館の役割と地方自治をめぐる課題と題して長澤成次（千葉大学名

誉教授）の特別講演がありました。 

憲法普及に果たした初期公民館の役割―「新憲法の精神を日常的に具現するための恒久

的施設」 

住民の学びを通して自治を築く公共空間 

教育委員会の公選制がなくなり、教育委員の任命、互選での教育長の選出、教育委員会

への市長部局の権限拡大、と変化してきた。 

戦後社会教育法制における社会教育の自由と自治 

基本的人権としての教育権・学習権 

私としてもレンガ館ができるとき、ワーキンググループとしてかかわり、社会教育とは？ 

リーダー養成とは？自治までの考えはなかったが、町づくりとしての基礎を作るのが、

公民館活動、ではないかと思ってきた。先生の話はとても興味を持って聞けた。 

 

 

  














